
第157回定時株主総会
招集ご通知に際してのインターネット開示事項

〔事業報告〕
１．シオノギグループの現況に関する事項
（1）財 産 及 び 損 益 の 状 況 の 推 移
（2）企業集団の主要な事業セグメント
（3）企 業 集 団 の 主 要 な 事 業 所
（4）企 業 集 団 の 使 用 人 の 状 況
（5）主 要 な 借 入 先 の 状 況
２．会社の新株予約権等に関する事項
３．会 計 監 査 人 の 状 況
４．会 社 の 体 制 及 び 方 針
〔連結計算書類〕
連 結 持 分 変 動 計 算 書
連 結 注 記 表
〔計算書類〕
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

塩野義製薬株式会社
上記事項は法令及び当社定款第14条に基づき、インターネット上の当
社ウェブサイト（https://www.shionogi.com/jp/ja/investors.html）
に掲載することにより、株主の皆さまに提供いたしております。
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〔事業報告〕
１．シオノギグループの現況に関する事項
（1）財産及び損益の状況の推移
①企業集団の財産及び損益の状況の推移
【IFRS】

区分 2018年度
第154期

2019年度
第155期

2020年度
第156期

2021年度
第157期
（当期）

売 上 収 益 百万円 百万円 百万円 百万円
367,960 333,371 297,177 335,138

営 業 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円
145,081 130,628 117,438 110,312

税 引 前 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円
174,043 158,516 143,018 126,268

親会社の所有者に帰属する当期利益 百万円 百万円 百万円 百万円
137,191 122,193 111,858 114,185

研 究 開 発 費 百万円 百万円 百万円 百万円
52,058 47,949 54,249 72,996

資 産 合 計 百万円 百万円 百万円 百万円
938,540 873,695 998,992 1,150,601

資 本 合 計 百万円 百万円 百万円 百万円
813,087 765,203 864,550 993,285

基本的１株当たり当期利益 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
438.47 395.71 365.03 378.75

１株当たり親会社所有者帰属持分 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
2,598.16 2,518.74 2,806.67 3,236.21

１ 株 当 た り 配 当 金 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
94.00 103.00 108.00 115.00(注)2

親会社所有者帰属持分当期利益率
（ＲＯＥ）

％ ％ ％ ％
17.8 15.5 13.9 12.5

親会社所有者帰属持分配当率
（ＤＯＥ）

％ ％ ％ ％
3.8 4.0 4.1 3.8(注)2

（注）１．当社グループは2020年度より、会社計算規則第120条第１項の規定により、IFRSに準拠して連結計算書類を作成しており
ます。

２．当期の１株当たり配当金及び親会社所有者帰属持分配当率は、第157回定時株主総会において、第１号議案が原案どおり承
認可決された場合の金額及び数値を記載しております。
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【日本基準】

区分 2017年度
第153期

2018年度
第154期

2019年度
第155期

売 上 高 百万円 百万円 百万円
344,667 363,721 334,958

営 業 利 益 百万円 百万円 百万円
115,219 138,537 125,231

経 常 利 益 百万円 百万円 百万円
138,692 166,575 151,751

親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 百万円 百万円
108,866 132,759 121,295

研 究 開 発 費 百万円 百万円 百万円
59,945 68,325 47,193

総 資 産 百万円 百万円 百万円
711,463 778,741 773,650

純 資 産 百万円 百万円 百万円
604,840 672,429 683,647

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 円 銭 円 銭 円 銭
342.71 424.31 392.80

１ 株 当 た り 純 資 産 額 円 銭 円 銭 円 銭
1,911.36 2,144.33 2,248.69

１ 株 当 た り 配 当 金 円 銭 円 銭 円 銭
82.00 94.00 103.00

自 己 資 本 当 期 純 利 益 率
（ＲＯＥ）

％ ％ ％
19.4 20.9 18.0

株 主 資 本 配 当 率
（ＤＯＥ）

％ ％ ％
4.6 4.6 4.7

（注）2018年度より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を適用しておりま
す。このため、2017年度については当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載しております。
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②当社の財産及び損益の状況の推移
【日本基準】

区分 2017年度
第153期

2018年度
第154期

2019年度
第155期

2020年度
第156期

2021年度
第157期
（当期）

売 上 高 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
315,941 327,991 293,865 260,986 285,948

営 業 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
116,907 138,366 116,107 76,192 95,969

経 常 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
117,534 139,836 121,265 81,714 100,892

当 期 純 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
89,135 100,037 88,640 32,181 90,264

総 資 産 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
584,964 612,336 580,804 617,123 730,120

純 資 産 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
500,510 533,261 530,482 536,405 590,430

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
280.60 319.73 287.05 105.02 299.41

１ 株 当 た り 純 資 産 額 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
1,590.50 1,711.39 1,744.81 1,778.50 1,957.59

（注）１．2018年度より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を適用してお
ります。このため、2017年度については当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載しております。

２．2020年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年３月30日）及び「収益認識に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日）を適用しております。

（2）企業集団の主要な事業セグメント
医薬品の製造、販売を主要な事業としております。
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（3）企業集団の主要な事業所
名称 所在地

国内 本店・支店 本店 大阪府大阪市
東京支店 東京都千代田区

事業所 淀屋橋オフィス 大阪府大阪市
医薬事業本部オフィス 大阪府大阪市

研究所 医薬研究センター 大阪府豊中市
CMCイノベーションセンター 兵庫県尼崎市

工場（注）2 摂津工場 大阪府摂津市
金ケ崎工場 岩手県胆沢郡
徳島工場 徳島県徳島市

海外（注）2 シオノギINC. 米国ニュージャージー州
シオノギB.V. オランダアムステルダム
平安塩野義（香港）有限公司 中華人民共和国香港特別行政区
平安塩野義有限公司 中華人民共和国上海市

（注）１．上記のほか、全国各主要都市に営業所等を設けております。
２．子会社における拠点であります。

（4）企業集団の使用人の状況
①企業集団の使用人数

使用人数 前期末比増減
5,693名 （増） 208名

（注）使用人数は、グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であり、当社グループからグループ外への出向者、臨時雇
用人員を除いております。

②当社の使用人の状況
使用人数 前期末比増減 平均年令 平均勤続年数

2,510名 （減） 79名 41.6才 16.4年

（5）主要な借入先の状況
該当事項はありません。
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２．会社の新株予約権等に関する事項
①当事業年度末日における当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状
況

名称
（発行日） 発行決議日 新株予約権

の数
目的となる
株式の種類
及び数

新株予約権
１個当たり
の発行価格

新株予約権
１個当たり
の行使価額

新株予約権の
権利行使期間

取締役の
保有状況
(保有者数)

塩野義製薬株式会社
2011年度新株予約権
(2011年７月11日）

2011年
６月24日 252個 当社普通株式

25,200株 113,000円 100円 2011年７月12日から
2041年７月11日まで

127個
（２名）

塩野義製薬株式会社
2012年度新株予約権
(2012年７月12日）

2012年
６月27日 316個 当社普通株式

31,600株 91,700円 100円 2012年７月13日から
2042年７月12日まで

213個
（２名）

塩野義製薬株式会社
2013年度新株予約権
(2013年７月11日）

2013年
６月26日 172個 当社普通株式

17,200株 193,100円 100円 2013年７月12日から
2043年７月11日まで

115個
（２名）

塩野義製薬株式会社
2014年度新株予約権
(2014年７月10日）

2014年
６月25日 178個 当社普通株式

17,800株 190,000円 100円 2014年７月11日から
2044年７月10日まで

124個
（２名）

塩野義製薬株式会社
2015年度新株予約権
（2015年７月９日）

2015年
６月24日 99個 当社普通株式

9,900株 455,400円 100円 2015年７月10日から
2045年７月９日まで

62個
（２名）

塩野義製薬株式会社
2016年度新株予約権
（2016年７月８日）

2016年
６月23日 85個 当社普通株式

8,500株 525,700円 100円 2016年７月９日から
2046年７月８日まで

53個
（２名）

塩野義製薬株式会社
2017年度新株予約権
（2017年７月７日）

2017年
６月22日 85個 当社普通株式

8,500株 574,200円 100円 2017年７月８日から
2047年７月７日まで

53個
（２名）

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は１個当たり100株であります。
２．発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と新株予約権の行使時の払込額（１株当たり１円）を合算しておりま
す。なお、新株予約権の割り当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予約権の公正価額相当額の払い込
みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺しております。

３．新株予約権の行使期間内において、新株予約権者である取締役は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日（10日
目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものといたしま
す。その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるも
のといたします。

４．取締役の保有状況のうち、2011年度から2014年度の各新株予約権については、取締役１名が取締役就任前に執行役員の職
務執行の対価として付与されたものを含めて記載しております。

５．当社は新株予約権を社外取締役及び監査役には割り当てておりません。

②当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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３．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

105百万円
②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

113百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査報酬と金融商品取引法に基づく監査報酬の額を区分して

おらず、また実質的にも区分できないため、①の金額には金融商品取引法に基づく監査報酬を含めた合計額を記載しており
ます。

２．当該金額について、当社監査役会は、会計監査人から監査計画（方針、項目、チーム体制、予定時間、前期からの変更点
等）及び報酬見積額の説明を受け、前期の計画と実績・報酬額・時間当たり報酬単価等との比較に加え、社内関係部門の見
解を確認し検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し同意を行っております。

３．当社の一部の子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人による監査を受けております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合に

は、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任する方針です。
また、当社が定めた会計監査人を適切に評価するための基準に照らして、職務遂行の適正性が

確保されないと認められる場合には、監査役会の決議により会計監査人の不再任の決定を行う方
針です。

（4）監査役会が会計監査人を不再任としなかった理由
監査役会は、会計監査人から職務の執行状況について報告を受けるとともに、説明を求め、監

査役会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき適切なプロセスを経て、厳正に評価を実施し
協議いたしました。その結果、再任を相当とする監査役会の決議に至りましたが、引き続き、会
計監査人の業務管理体制を監視してまいります。
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４．会社の体制及び方針
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業
務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

（1）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針（「内部統制システムの整備・運用

に関する基本方針」）に基づく当事業年度における運用状況の概要は、以下のとおりであります。

①取締役の職務執行に関する事項
当事業年度において取締役会（社外取締役 3 名を含む 5名により構成）は、14回開催され、

法令・定款に則り経営判断を要する重要事項に関して適切な意思決定を行うとともに、監査役 5
名は取締役の職務執行の監査に努めました。
当社は、経営の執行、監督の役割を明確にし、機動的かつ柔軟に業務を行うため取締役会にお

けるモニタリング機能を充足させています。業務執行にあたっては執行役員制度を導入してお
り、業務に係る重要事項は、定期的（毎週）に開催される社内の取締役、常勤監査役及び業務執
行の責任者にて構成される経営会議の審議を踏まえて、取締役会において適法かつ効率的な意思
決定を行っております。さらには、業務執行部門及び主要なグループ会社の職務の執行状況を定
期的に取締役会に報告することにより、執行の監督にも努めております。
なお、2020年度より、組織長決裁から取締役会決議に至る意思決定と職務の執行を透明性及

びトレーサビリティを確保して公正・迅速・果断に実行するためのプロセスを採用しました。そ
のプロセスの一環として、常にビジネスリスクを想定し、プラスのリスク（攻めのリスク、事業
機会）とマイナスのリスク（守りのリスク）を一体として捉え、ビジネスリスクの大きさに基づ
く意思決定レベルの基準を設定し、成果の最大化に向けた職務の執行に努めております。
「コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方」に従い、昨年度に引き続き政策保有株

式の状況及び企業年金の運用状況について取締役会への報告を実施しております。
また、財務報告の信頼性を確保するため、計画に基づき内部統制評価を実施し、必要な改善を

促しております。
情報の保存・管理については、シオノギグループ情報管理ポリシーに基づき情報セキュリティ

体制を整備し、電磁的記録を含め、法令・規則等に従い適切に保存・管理しております。

②コンプライアンスに関する事項
当社は、「シオノギグループ コンプライアンスポリシー」に則り、事業活動における法令遵守

と倫理的行動を確保するため、代表取締役社長自らが四半期ごとに発信している社長メッセージ
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において企業倫理の重要性について繰り返し言及することにより、当社グループ役職員のコンプ
ライアンスの徹底に努めております。また、コンプライアンス委員会（委員長：代表取締役社
長）は、四半期ごとにコンプライアンス上の課題等について協議し、定期的にコンプライアンス
教育、ハラスメント教育を行うなど、各業務執行部門におけるコンプライアンスの実践を支援し
ております。さらには、このコンプライアンス委員会の活動状況については、取締役会に年 2
回定期的に報告を行うことにより取締役による監督を行い、コンプライアンス体制を強化してお
ります。
加えまして、内部統制システムの実効性を検証するため、内部監査を担う内部統制部によるモ

ニタリング活動を継続するとともに、内部通報制度として内部通報窓口を総務部及び顧問弁護士
事務所に設置し、さらにハラスメント相談窓口及び時間外労働相談窓口を会社内並びに労働組合
内に設置しており、コンプライアンス違反、ハラスメント及び過重労働の未然防止、早期発見及
び再発防止に努めております。

③リスク管理に関する事項
当社グループは、サステイナビリティの観点からプラスのリスク（事業機会）の活用、マイナ

スのリスクの回避並びに低減など、ビジネスリスクの適切なマネジメントを行うとともに、パン
デミック、自然災害、テロやサイバー攻撃などのクライシスリスクも含めたグループ全体のリス
クを統括する全社リスクマネジメント（Enterprise Risk Management）体制を経営戦略・経
営基盤の重要な仕組みとしております。本体制においては当社及びグループ会社が意思決定と業
務執行に係るリスクを認識し、主体的に管理し対応策を講じることを基本としており、それらリ
スク情報はサステイナビリティ推進部、総務部、経営企画部で構成される全社リスク管理機能に
よって特定・収集され、特に経営に影響を及ぼす重要なリスクについては経営会議及び取締役会
にて審議し、その評価や対応方針の立案、対応策に必要な経営資源の配分を決定しております。
当社及びグループ会社は対応方針に基づき、関連組織と協働して対応を実施しております。全社
リスク管理機能は、経営会議及び取締役会に対して、年間のリスクマネジメント計画について期
初に活動案を提示し承認を得るとともに、その対応状況等のモニタリングを行い、期末にその結
果を報告しています。また、必要に応じて適宜その進捗を報告し、フィードバックを受けること
で期中においても迅速かつ柔軟に課題の抽出、対応策の立案を行っております。
クライシスリスク管理については、危機管理規則に基づき、事業継続計画を含む総合的な管理

体制の整備、推進を図り、人命を尊重し、地域社会への配慮、貢献及び企業価値毀損の抑制を主
眼とした管理を推進し、クライシスが発生した場合には、速やかに対処し、当該クライシスを克
服することに努めております。特に顧客・社会に新たな価値を創出するために取り組む重要課題
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（マテリアリティ）として “感染症の脅威からの解放” を掲げる企業としてステークホルダーの
皆様の健康に1日でも早い貢献を果たすことができるよう、COVID-19の早期終息に向けた治療
薬、ワクチンの研究・開発・製造及び安定供給に関する中核事業の継続に向け、事業継続計画の
一環としてのパンデミック下での感染拡大防止や柔軟な労務管理制度の活用などで対応しており
ます。
さらに当社グループは、事業活動を通じて経済、社会、環境等の様々な社会課題の解決及び医

療ニーズに応えることで、社会の持続可能性への貢献と当社グループの持続的な成長を目指すサ
ステイナビリティ活動を推進しております。特に、地球環境の保護及び汚染の予防、ともに働く
すべての人々と地域社会の安全衛生の確保に配慮した事業活動を行うため、「シオノギグループ
EHS※ポリシー」に基づく「シオノギグループ EHS 行動目標」を策定し、活動を推進していま
す。なお、内部統制部は、社内の様々なリスク管理の状況について、独立した立場で検証・評価
を実施しております。

※EHS：Environment, Health and Safety（環境並びに安全衛生）

④グループ会社管理体制に関する事項
「シオノギグループ会社管理規則」に基づき、当社各部門がグループ会社の事業運営について

管理・支援を行うほか、当社から取締役・監査役を派遣し、職務執行を監督、監査しておりま
す。グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするため、グループ会社に当社の
基本方針、シオノギグループ行動憲章を周知徹底するとともに、統括管理する総務部を中心にグ
ループ会社役員への教育を行うなど、適正なグループ会社経営を推進し、内部統制部が内部監査
を通じてグループ各社の業務執行の適正性・有効性を確認しております。

⑤監査役の職務執行に関する事項
監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行と管理に関わる情報、内部

統制の実効性に関わる情報を適時に入手し、代表取締役及び各部門の責任者等と定期的に会合を
持ち意見交換を行うとともに、会計監査人及び内部統制部と緊密に連携する体制を整備してお
り、監査の実効性を確保しております。
監査役の求めにより、監査役の職務を補助すべき使用人を複数選任し、監査役の指揮命令下に

おいて監査役会による会計監査人評価等監査役の職務遂行に必要な事項を補助いたしました。
常勤監査役が主宰する「グループ会社監査連絡会」を定期的に開催し、グループ会社毎の経営

状況に関する意見交換などを通じて、グループ全体の監査状況を確認するとともに、監査の実効
性を確保しております。
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当事業年度において監査役会は11回開催され、重要な事項については随時「監査役連絡会」
を開催するなど、経営の妥当性・効率性、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制の実効性
に関して幅広く検証し、適宜経営に対して助言や提言がなされました。
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（2）業務の適正を確保するための体制
当社は、「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づく当事業年度における運

用状況を踏まえ、2022年４月25日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制
の整備に関する基本方針（「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」）を一部改定する
決議をいたしました。改定後の当該基本方針の内容は次のとおりであります。

当社は、役員・従業員が、経営理念であり価値観である「シオノギの基本方針」を共有し、コンプライア
ンスを遵守して職務を遂行することにより、透明で誠実な経営を推進してまいります。
この職務の遂行の実効性を高めていくことを目的として、以下に示すとおり業務の適正を確保するための
体制を整備・運用いたします。
１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、常に顧客、社会、株主、従業員の４つのステークホルダーの立場をふまえ社会の期待に
応えるため透明で適正な経営を推進します。
そのために、会社の経営理念として定めた「シオノギの基本方針」や役員・従業員の行動のあり方を定め
た「シオノギグループ行動憲章」の徹底を図ることで企業の存在意義を浸透させるとともに、企業倫理に関
しては社会人として恥じることのない行動を重視し、代表取締役が統括するコンプライアンス委員会におい
ては、事業活動における法令遵守と倫理的行動の確保をより高めるための諸施策を策定し推進します。
また、反社会的勢力に対しては、「シオノギグループ行動憲章」に基づき、これらに付け入る隙を与えず
常に毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。
コーポレート・ガバナンス体制は、監査役会設置会社の機関設計のもとに過半数の社外取締役で構成する
取締役会を設け、株主をはじめとするステークホルダーの要請に基づく客観的な視点をも踏まえた大局的な
経営判断を実行します。なお、任意の機関として指名諮問委員会、報酬諮問委員会を設置しています。
最良のコーポレート・ガバナンスを実現させるために制定した「コーポレート・ガバナンスに対する基本
的な考え方」を実践することで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを念
頭に入れ、職務の執行にあたっては、透明性及びトレーサビリティを確保するため組織長決裁から取締役会
決議に至る意思決定と進捗及びその結果を追跡するプロセスを確立し、実態を検証することにより、職務の
公正・迅速・果断な実行を推進します。
取締役会は、モニタリングボードとしての機能を充足するため経営に関する重要事項について取締役会規
則に則り多角的な経営判断に基づいた意思決定を行うとともに職務の執行状況をタイムリーに把握、監督
し、法令・定款違反行為を未然に防止します。取締役は、他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合
は、直ちに監査役及び取締役会に報告し、その是正を図ります。
社外取締役は、独立役員として当社の果たすべき企業責任を認識し、専門知識に基づき透明性の高い経営
に貢献します。代表取締役は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用を
推進し、内部統制の有効性について適切に評価・報告を行います。
監査役は、取締役の職務執行について監査を行い、取締役は監査に協力します。
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２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報セキュリティ体制を整備し電磁的記録、電子署名等への対応を図るとともに
取締役会議事録、経営会議議事録、コンプライアンス委員会議事録、代表取締役を決裁者とする決裁情報等
は、保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理することとし、法令・規則等で定められた期限を遵守し、
閲覧可能な状態を維持します。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは、サステイナビリティの観点からプラスのリスク（事業機会）の活用、マイナスのリスク
の回避並びに低減など、ビジネスリスクの適切なマネジメントを行うとともに、パンデミック、自然災害、
テロやサイバー攻撃などのクライシスリスクも含めたグループ全体のリスクを統括する全社リスクマネジメ
ント（Enterprise Risk Management）体制を経営戦略・経営基盤の重要な仕組みとします。本体制にお
いては当社及びグループ会社が意思決定と業務執行に係るリスクを認識し、主体的に管理し対応策を講じる
ことを基本としています。全社リスク管理機能は、経営会議及び取締役会に対して、年間のリスクマネジメ
ント計画について期初に活動案を提示し承認を得るとともに、その対応状況等のモニタリングを行い、期末
にその結果を報告します。また、必要に応じて適宜その進捗を報告し、フィードバックを基に更なる課題の
抽出と改善に向けた活動を推進します。
クライシスリスク管理については、危機管理規則に基づき、事業継続計画を含む総合的な管理体制の整
備、推進を図り、人命を尊重し、地域社会への配慮、貢献及び企業価値毀損の抑制を主眼とした管理を推進
し、クライシスが発生した場合には、速やかに対処し、当該クライシスを克服することに努めます。
さらに当社グループは、事業活動を通じて経済、社会、環境等の様々な社会課題の解決及び医療ニーズに
応えることで、社会の持続可能性への貢献と当社グループの持続的な成長を目指すサステイナビリティ活動
を推進します。
内部統制部（内部監査部門）は、社内の様々なリスク管理について、独立した立場で検証します。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社においては、経営の執行、監督の役割を明確にするとともに、機動的かつ柔軟な業務運営を行うため
執行役員制度を導入しています。職務の執行に関する重要事項については、定期的（毎週）に開催される経
営会議において十分に議論し、その審議をふまえて取締役会において意思決定を行います。
取締役会の決議及び経営会議の審議事項は、業務執行を担う関係部門の組織長等に速やかに伝達され、職
務権限規則、業務分掌規則に則り適切な者がその権限と責任の範囲において、職務の執行を円滑に実施する
手続きを行います。
当社における職務の執行は、常にビジネスリスクを想定し、プラスのリスク（攻めのリスク、事業機会）
とマイナスのリスク（守りのリスク）を一体として捉え、ビジネスリスクレベルに基づく意思決定の基準を
設定し、機会を逸することのないように留意します。
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５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス委員会を中心に、「シオノギグループ コンプライアンスポリシー」に則り、事業活動に
おける法令遵守と倫理的行動の確保をより高めるための諸施策を推進します。
コンプライアンス委員会の事務局を総務部に置き、コンプライアンス教育及びハラスメント教育などを行
うとともに、各業務執行部門におけるコンプライアンス及びハラスメントなどに対するリスク管理を支援し
ます。
また、内部統制システムの実効性を検証するため、内部統制部による内部監査を充実させ、モニタリング
を強化するとともに、内部通報窓口を十分に活用し、不祥事の未然防止、早期発見及び再発防止に努めま
す。

６．当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社は、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするため、当社の基
本方針、シオノギグループ行動憲章の周知を行います。
取締役は、グループ会社から業務の執行状況について報告を受け、当社の基本方針、シオノギグループ行
動憲章、経営計画等の実現に向け、「シオノギグループ会社管理規則」に基づきグループ会社を適切に管理
し、育成します。
グループ各社においては、上記に準拠した事業運営を行うことにより、適正かつ効率的に業務を推進しま
す。
グループ各社の業務執行については、医薬研究本部、医薬事業本部等の事業部門並びに総務部、経理財務
部等の管理部門が適正な事業運営の管理・支援を行い、総務部が統括管理部門として全体管理を行います。
また、内部統制部が内部監査を通じてグループ各社の業務の適正性、有効性を確認するとともに、経理財
務部員及び内部統制部員をグループ各社の監査役として派遣し監査を実施します。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項及び補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人は、監査役が必要性を認め、設置を求めた場合には設置します。
監査役の職務を補助すべき使用人を設置する場合は、取締役からの独立性を確保した体制とします。監査
役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に服する旨を当社の役員及び使用人に周知徹底しま
す。
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８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行と管理に関わる情報、内部統制の実
効に関わる情報を適時に入手できる体制を構築します。
監査役会は、取締役・業務執行責任者等に業務執行の状況について、直接報告を求めることができます。
なお、取締役あるいは執行責任者は、当社もしくはグループ会社に著しい損害を及ぼす恐れや事実の発生、
信用を著しく失墜させる事態、法令違反などの不正行為や重大な不当行為等が判明した場合は、書面もしく
は口頭にて速やかに監査役に報告します。監査役への報告を行った当社及びグループ会社の役員及び使用人
に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを保証します。
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、必要でないと認めら
れる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査の実施及び助言・勧告を行うにあたって、会計監査人や内部統制部との連携を図るととも
に、代表取締役と定期的に会合を持ち意見を交換することにより、監査の実効性を高めます。
また、監査役は、グループ全体の監査の実効性を確保することを目的として「グループ会社監査連絡会」
を定期的に開催し、各グループ会社の経営状況に関する意見交換を行います。
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連結持分変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
（単位：百万円）

資 本 金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金
その他の
資 本 の
構成要素

親会社の
所有者に
帰属する
持 分

非支配持分 資本合計

当 期 首 残 高 21,279 13,733 △57,989 752,248 116,836 846,108 18,442 864,550

当 期 利 益 114,185 114,185 △746 113,439

税引後その他の包括利益合計 47,679 47,679 650 48,330

当 期 包 括 利 益 － － － 114,185 47,679 161,865 △95 161,769

自 己 株 式 の 取 得 △14 △14 △14

自 己 株 式 の 処 分 △5 147 141 141

配 当 金 △33,162 △33,162 △33,162
そ の 他 の 資 本 の 構 成 要 素
か ら 利 益 剰 余 金 へ の 振 替 △308 308 － －

そ の 他 727 △5 722 △722 －

当 期 末 残 高 21,279 14,455 △57,857 832,958 164,824 975,661 17,624 993,285
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連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
１．連結計算書類の作成基準

当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準審議会によって
公表された国際財務報告基準（以下「IFRS」という）に準拠して作成しております。なお、連結計算書類は同
項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しております。

２．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 48社
主要な連結子会社の名称
シオノギファーマ㈱、シオノギヘルスケア㈱、シオノギINC.、
シオノギB.V.、平安塩野義（香港）有限公司、平安塩野義有限公司
（新規） 設立による増加 １社
（除外） 清算による減少 ４社

３．持分法の適用に関する事項
持分法を適用した共同支配企業の数 １社
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４．会計方針に関する事項
（1）金融商品の評価基準及び評価方法
① 非デリバティブ金融資産
（ⅰ）当初認識及び測定

金融資産のうち、営業債権を発生日に認識しております。その他のすべての金融資産は当該金融資産
の契約当事者となった取引日に当初認識しております。
金融資産は、当初認識時に、償却原価で測定する金融資産と公正価値で測定する金融資産に分類して
おります。
この分類は、金融資産が負債性金融商品か資本性金融商品かによって以下のように行っております。

（ａ）負債性金融商品である金融資産
以下の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づ
いて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロー
が特定の日に生じる。
また、以下の条件がともに満たされる場合には、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融
資産に分類しております。
・当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業
モデルの中で保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロー
が特定の日に生じる。
上記のいずれにも該当しない場合には、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しており
ます。

（ｂ）資本性金融商品である金融資産
原則として、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
ただし、売買目的で保有するものを除く資本性金融商品については、資本性金融商品ごとに、当初認
識時においてその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類することが認められており
ます。
金融資産は、原則として、公正価値に、当該金融資産に直接帰属する取引費用を加算した金額で測定
しております。
ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権は取引価格で測定しております。
また、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産については、その取引費用は発生時に純損益で認
識しております。
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（ⅱ）事後測定
（ａ）償却原価で測定する金融資産

実効金利法による償却原価で測定し、利息は「金融収益」として純損益に認識しております。必要な
場合には減損損失を控除しております。

（ｂ）公正価値で測定する金融資産
公正価値で測定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類することを選択した資本性金融商品に
ついては、公正価値の変動額はその他の包括利益に認識し、累積利得又は損失は、認識を中止した場合
に利益剰余金に振り替えております。ただし、配当金は純損益として「金融収益」に認識しておりま
す。
また、負債性金融商品のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると分類したものについ
ては、公正価値の変動額は、減損損失（又は戻し入れ）及び為替差損益を除き、当該金融資産の認識の
中止又は分類変更が行われるまで、その他の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識の
中止を行う際には、過去に認識したその他の包括利益を純損益に振り替えております。
上記以外の資産については、公正価値の変動額は純損益に認識しております。

（ⅲ）減損
償却原価で測定する金融資産及び、負債性金融資産のうちその他の包括利益を通じて公正価値で測定
する金融資産については、毎期、当該資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているか
どうかを判定し、信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無に応じて、次の金額を貸倒引当金
として認識しております。

（ａ）信用リスクが当初認識時点から著しく増加していない場合
12ヵ月の予想信用損失と同額

（ｂ）信用リスクが当初認識時点から著しく増加している場合
全期間の予想信用損失と同額
ただし、営業債権及びリース債権については、上記にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と同額
で貸倒引当金を認識しています。
予想信用損失の金額は、契約に従って当社グループに支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・
フローと、当社グループが受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローとの差額の現在価値と
して算定しております。
貸倒引当金の繰入額は、純損益に認識しております。貸倒引当金を減額する事象が発生した場合は、
その戻入額を純損益に認識しております。

（ⅳ）認識の中止
金融資産は、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は金融資
産のキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡し、当該金融資産の所有に係るリスクと経済価
値のほとんどすべてが移転している場合において、認識を中止しております。
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② 非デリバティブ金融負債
（ⅰ）当初認識及び測定

金融負債は、当初認識時に、償却原価で測定する金融負債と純損益を通じて公正価値で測定する金融
負債に分類しております。金融負債は、当社グループが当該金融負債の契約当事者になる取引日に当初
認識しております。
金融負債は公正価値で当初測定しておりますが、償却原価で測定する金融負債については、直接帰属
する取引費用を控除しております。

（ⅱ）事後測定
金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のように測定しております。

（ａ）償却原価で測定する金融負債
実効金利法による償却原価で測定しております。実効金利法による償却及び認識を中止した場合の利
得及び損失は、「金融費用」として純損益に認識しております。

（ｂ）純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
公正価値で測定しております。公正価値の変動額は、純損益に認識しております。

（ⅲ）認識の中止
金融負債は、契約中に特定された債務が免責、取消し、又は失効になった場合に認識を中止しており
ます。

③ デリバティブ及びヘッジ会計
当社グループは、為替変動リスクをヘッジするために、為替予約等のデリバティブを利用しております。
これらのデリバティブは、契約が締結された時点の公正価値で当初認識し、その後も公正価値で事後測
定しております。デリバティブの公正価値の変動は、原則として、純損益に認識しております。
ただし、当社グループは、一部のデリバティブについて、キャッシュ・フロー・ヘッジの指定を行って
おり、ヘッジ会計に関する要件を満たす場合、ヘッジ手段であるデリバティブに係る公正価値の変動額の
うち、有効な部分はその他の包括利益にて認識し、非有効部分は純損益に認識しております。
その他の包括利益に計上されたヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影響を与え
る時点で純損益に振り替えております。
ただし、予定取引のヘッジがその後に非金融資産又は非金融負債の認識を生じさせるものである場合に
は、その他の包括利益として認識されている金額は、当該非金融資産又は非金融負債の当初の帳簿価額の
修正として処理しております。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のうちいずれか低い金額で測定しております。取得原価には原
材料、直接労務及びその他直接費用並びに関連する製造間接費が含まれており、原価の算定にあたっては、
総平均法を用いております。正味実現可能価額は、通常の事業の過程における見積売価から、完成までに要
する見積原価及び販売に要する見積費用を控除した額であります。
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（3）有形固定資産の評価基準、評価方法及び減価償却方法
有形固定資産の認識後の測定方法として、原価モデルを採用しております。有形固定資産は、取得原価か
ら減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で計上しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体、除去及び原状回復費用が含まれております。
土地及び建設仮勘定以外の有形固定資産は、それぞれ見積耐用年数にわたり、定額法で減価償却しており
ます。
主要な有形固定資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物及び構築物 ２～60年
・機械装置及び運搬具 ２～17年
なお、減価償却方法、残存価額及び耐用年数は毎年見直し、必要に応じて改定しております。

（4）無形資産の評価基準、評価方法及び償却方法
無形資産の認識後の測定方法として、原価モデルを採用しております。無形資産は、取得原価から償却累
計額及び減損損失累計額を控除した価額で計上しております。
個別に取得した無形資産は取得原価で測定し、企業結合により取得した無形資産の取得原価は取得日の公
正価値で測定しております。
内部発生の開発費用は資産として認識するための基準がすべて満たされた場合に限り無形資産として認識
しておりますが、臨床試験の費用等、製造販売承認の取得までに発生する内部発生の開発費用は、期間の長
さや開発に関連する不確実性の要素を伴い資産計上基準を満たさないと考えられるため、発生時に費用とし
て認識しております。
製品及び技術の導入契約や企業結合に伴い取得した製品や研究開発にかかる権利のうち、研究開発の段階
にあり、未だ規制当局の販売承認が得られていないものは、仕掛研究開発資産として「製品に係る無形資
産」に含めて計上しています。
取得した仕掛研究開発資産に関する支出は、当社グループに将来の経済的便益をもたらすことが期待さ
れ、かつ、識別可能である場合にのみ資産として計上しており、これには第三者に支払われた契約一時金及
び目標達成時のマイルストン支払が含まれています。
耐用年数が確定できる無形資産は、各資産の耐用年数にわたり、定額法で償却しております。これらの資
産の償却は、使用可能となった時点から開始しております。
主な無形資産の種類別の耐用年数は、以下のとおりであります。
・製品に係る無形資産 ８～15年
・ソフトウェア ５年
なお、償却方法、残存価額及び耐用年数は毎年見直し、必要に応じて改定しております。
ただし、未だ使用可能ではない無形資産は、未だ使用可能な状態にないため、償却をせず、減損の兆候が
ある場合にはその都度及び減損の兆候の有無にかかわらず毎年一定の時期に減損テストを実施しておりま
す。
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（5）使用権資産の減価償却方法
使用権資産の減価償却は、原資産の所有権をリース期間の終了時までに借手に移転する場合又は使用権資
産の取得原価が購入オプションを借手が行使するであろうことを反映している場合には原資産の耐用年数の
終了時まで、それ以外の場合には、開始日から使用権資産の耐用年数の終了時又はリース期間の終了時のい
ずれか早い方まで行っております。

（6）投資不動産の評価基準、評価方法及び減価償却方法
有形固定資産に準じております。

（7）のれんに関する事項
のれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で計上しております。
のれんは償却せず、減損の兆候がある場合にはその都度及び減損の兆候の有無にかかわらず毎年一定の時
期に減損テストを実施しております。

（8）非金融資産の減損
非金融資産（棚卸資産及び繰延税金資産を除く）については、資産又は資金生成単位の減損の兆候の有無
を判断しています。減損の兆候がある場合には、当該資産又は資金生成単位の回収可能価額を見積り、減損
テストを実施します。
のれん及び未だ使用可能ではない無形資産については、減損の兆候の有無にかかわらず、毎年一定の時期
に減損テストを実施しています。さらに、減損の兆候がある場合は、その都度減損テストを行っています。
回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額で算定されます。使用価値
は、資産又は資金生成単位から生じると見込まれる将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該資
産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引くことにより算定されます。
資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、その帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、差額を減損損失として純損益で認識しています。
のれん以外の減損損失については、過年度に減損損失を認識した資産又は資金生成単位については、当該
減損損失の戻入の兆候の有無を判断しています。戻入の兆候がある場合には、当該資産又は資金生成単位の
回収可能価額の見積りを行い、回収可能価額が帳簿価額を超える場合には、減損損失の戻入を行っていま
す。減損損失の戻入額は、過年度に減損損失が認識されていなかった場合の減価償却控除後の帳簿価額を上
限として、純損益で認識しています。のれんの減損損失については、戻入を行っていません。
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（9）従業員給付
① 退職後給付
（ⅰ）確定給付制度

確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用は、予測単位積増方式を
用いて個々の制度ごとに算定しております。割引率は、将来の給付支払見込日までの期間に対応した連
結会計年度の末日時点の優良社債の市場利回りを参照して決定しております。確定給付制度に係る負債
又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値を控除して算定しております。確
定給付制度が積立超過である場合には、将来掛金の減額又は現金の返還という形で利用可能な将来の経
済的便益の現在価値を資産上限額としております。確定給付制度に係る再測定は、発生した期に一括し
てその他の包括利益で認識し、直ちに利益剰余金へ振り替えております。

（ⅱ）確定拠出制度
確定拠出型の退職後給付に係る費用は、従業員が役務を提供した期に費用として計上しております。

② 短期従業員給付
短期従業員給付は、割引計算をせず、従業員が関連するサービスを提供した時点で費用として認識して
おります。賞与及び有給休暇費用は、それらを支払う法的債務又は推定的債務を有し、信頼性のある見積
りが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積もられる金額を負債として認識しておりま
す。

（10）収益の計上基準
当社グループでは、IFRS第９号に基づく利息及び配当収益等を除き、以下の５ステップアプローチに基づ
き、顧客への財やサービスの移転との交換により、その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認
識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。
また、独立した履行義務であるライセンスを供与する約束については、ライセンスを顧客に供与する際の
企業の約束の性質が、顧客に以下のいずれを提供するものなのかを考慮して、ライセンスが顧客に一時点で
移転するのか一定の期間にわたり移転するのかを判定しております。
①ライセンス期間にわたり存在する当社グループの知的財産にアクセスする権利
②ライセンスが供与される時点で存在する当社グループの知的財産を使用する権利
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ライセンスを顧客に供与する際の企業の約束の性質が、ライセンス期間にわたり存在する当社グループの
知的財産にアクセスする権利を顧客に提供するものと判定された場合には、ライセンスを供与する約束を、
一定の期間にわたり充足される履行義務として会計処理しております。
ライセンスを顧客に供与する際の企業の約束の性質が、ライセンスが供与される時点で存在する当社グル
ープの知的財産を使用する権利を提供するものと判定された場合には、ライセンスを供与する約束を、一時
点で充足される履行義務として会計処理しております。
ただし、上記にかかわらず、売上高ベース又は使用量ベースのロイヤリティーに係る収益は、以下の事象
のうち遅い方が発生する時点又は発生するにつれて認識しております。
①その後の売上又は使用が発生する。
②売上高ベース又は使用量ベースのロイヤリティーの一部又は全部が配分されている履行義務が充足（又
は部分的に充足）されている。

（11）外貨換算
① 外貨建取引
外貨建取引は、取引日の為替レート又はそれに近似するレートで機能通貨に換算しております。
決算日における外貨建貨幣性項目は、決算日の為替レートで、公正価値で測定される外貨建非貨幣性項
目は、当該公正価値の算定日の為替レートで、それぞれ機能通貨に再換算しております。
当該換算及び決済により生じる換算差額は純損益として認識しております。ただし、その他の包括利益
を通じて公正価値で測定される金融資産、及びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額について
は、その他の包括利益として認識しております。
② 在外営業活動体の換算
在外営業活動体の資産及び負債は、決算日の為替レートで、収益及び費用は、取引日の為替レート又は
それに近似するレートで換算しております。当該換算により生じる換算差額は、その他の包括利益として
認識しております。
在外営業活動体が処分された場合には、当該営業活動体に関連した換算差額の累計額を処分した期の純
損益に振り替えております。

（12）その他連結計算書類作成のための重要な事項
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
１．非金融資産の減損

連結財政状態計算書において、有形固定資産108,893百万円、のれん9,638百万円、無形資産81,223百万
円を計上しております。これらの資産の減損テストにおける回収可能価額の算定において、事業計画における
売上予測及び割引率、上市前の製品についての規制当局による販売承認の可能性等において仮定を設定してい
ます。これらの見積りは、将来の経済状況の変動によって影響を受け、回収可能価額が低下する場合には、減
損損失を計上する可能性があります。

２．非上場株式（ViiV Healthcare Ltd.）の公正価値測定
連結財政状態計算書において、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として、抗HIV薬の
開発、製造及び販売を行う非上場企業であるViiV Healthcare Ltd.（以下「ViiV」という）の株式を186,184
百万円計上しております。ViiV株式の公正価値は、将来キャッシュ・フロー及び割引率等の観察可能な市場デ
ータに基づかないインプットを利用する評価技法によって算定しております。公正価値測定における重要な仮
定は、各製品の売上成長率、利益率及び割引率であります。これらのうち売上成長率及び利益率は、競合製品
の販売動向及び会社の開発や販売戦略の影響を受け、割引率は、市場金利やその他の市場環境の影響を受け、
総資産及び資本に影響を与える可能性があります。

３．新型コロナウイルス感染症の影響
流行が拡大した場合、生産・販売・研究開発といった事業活動の遅延等が発生する可能性がありますが、完
全な収束時期を見通すことは困難な状況にあります。現時点では事業活動に対する影響は軽微であり、のれん
の減損テスト等の会計上の見積りにおいても、新型コロナウイルス感染症の影響は限定的と仮定しておりま
す。なお、これらの仮定に対して状況変化が生じた場合には、連結計算書類に重要な影響を与える可能性があ
ります。
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（連結財政状態計算書に関する注記）
１．資産から直接控除した貸倒引当金

営業債権及びその他の債権 50百万円
その他の金融資産 42百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 171,439百万円
投資不動産の減価償却累計額 3,111百万円

３．保証債務
下記の会社の債務に対して債務保証を行っております。
ペプチスター株式会社 9,000百万円
（注）１．国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)から医療研究開発革新

基盤創成事業として締結された環境整備契約に基づく債務であります。
２．当社グループ以外の２社と連帯保証を行っております。

（連結損益計算書に関する注記）
１．その他の収益の主な内訳

（単位：百万円）
金額

固定資産売却益 1,552
法人税の還付加算金等 913
その他 918
合計 3,384
（注）１．「固定資産売却益」は、主に賃貸用不動産の売却によるものであります。

２．「法人税の還付加算金等」は、大阪国税局からの更正処分に対する取消請求訴訟の勝訴に関する還付に係る加算金等であり
ます。

２．その他の費用の主な内訳
（単位：百万円）

金額
固定資産除却損 1,639
漏出対応費用 1,256
寄付金 817
持分法による投資損失 20
その他 817
合計 4,551
（注）「漏出対応費用」は、金ケ崎工場敷地内におけるジクロロメタンの漏出対応に係るものであります。

３．法人所得税費用
法人所得税費用には、大阪国税局からの更正処分に対する取消請求訴訟の勝訴に関する還付金13,290百万
円が含まれております。
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（連結持分変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

発行済 株式 普通株式 311,586,165 － － 311,586,165
合計 311,586,165 － － 311,586,165

自 己 株 式 普通株式 10,122,444 6,641 25,700 10,103,385
合計 10,122,444 6,641 25,700 10,103,385

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加6,641株は、譲渡制限付株式報酬制度における無償取得による増加4,500株、単元未満
株式の買取による増加2,141株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少25,700株は、譲渡制限付株式報酬としての処分による減少25,700株であります。

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
2021年６月22日
定 時 株 主 総 会 普通株式 16,580百万円 55円 2021年３月31日 2021年６月23日

2021年11月１日
取 締 役 会 普通株式 16,581百万円 55円 2021年９月30日 2021年12月１日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2022年６月23日
定 時 株 主 総 会 普通株式 18,088百万円 利益剰余金 60円 2022年３月31日 2022年６月24日
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３．当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）の目的となる株式の数
新株予約権

塩野義製薬株式会社
2011年度新株予約権

塩野義製薬株式会社
2012年度新株予約権

塩野義製薬株式会社
2013年度新株予約権

塩野義製薬株式会社
2014年度新株予約権

発 行 決 議 の 日 2011年
６月24日

2012年
６月27日

2013年
６月26日

2014年
６月25日

新株予約権の目的
となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権の目的
と な る 株 式 の 数 15,600株 25,500株 13,700株 16,700株

塩野義製薬株式会社
2015年度新株予約権

塩野義製薬株式会社
2016年度新株予約権

塩野義製薬株式会社
2017年度新株予約権

発 行 決 議 の 日 2015年
６月24日

2016年
６月23日

2017年
６月22日

新株予約権の目的
となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権の目的
と な る 株 式 の 数 10,100株 8,700株 10,500株

（注）権利行使期間は到来しておりますが、新株予約権者との間で締結しております新株予約権割当契約において、以下のとおり定め
ております。
① 新株予約権の行使期間内において、新株予約権者である取締役は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日（10日
目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものといたしま
す。

② 新株予約権の行使期間内において、新株予約権者である執行役員は、当社執行役員を退任した日又は当社との雇用契約（定
年後の再雇用に係る雇用契約を除く。）が終了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して10日（10日目が休日に当たる場
合には翌営業日）を経過する日までに限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものといたします。
なお、新株予約権者の執行役員が新たに当社取締役に選任された場合は、取締役の退任時まで行使できないものといたしま
す。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）財務上のリスク管理

当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流動性リスク・為替リス
ク・市場価格の変動リスク等）に晒されており、当該リスクを回避又は低減するために、一定の方針に基づ
きリスク管理を行っております。
また、当社グループは、主に医薬品の製造販売事業を行うための事業計画に照らして、必要な資金（主に
銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デ
リバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）信用リスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当社は、社内で定められ
た手順に従い、営業債権について、経理財務部及び関連部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング
し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減
を図っております。連結子会社についても、当社の管理規程により、同様の管理を行っております。
また、デリバティブ取引は、カウンターパーティーの信用リスクに晒されております。デリバティブ取引
の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、信用度の高い金融機関とのみ取引を
行っております。

（3）流動性リスク
流動性リスクは、当社グループが、期限の到来した金融負債の返済義務を履行できなくなるリスクであり
ます。当社は、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより流動
性リスクを管理しております。

（4）市場リスク
① 為替変動リスク
グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権債務、予定取引及びグループ
会社に対する貸付金及び借入金は、為替変動リスクに晒されております。当社は、外貨建ての営業債権債
務等について、通貨別に把握した為替変動リスクに対して、為替予約取引及び通貨オプション取引を利用
してヘッジしております。
② 市場価格の変動リスク
当社グループは、債券や取引先企業等の株式を保有しており、市場価格の変動リスクに晒されておりま
す。当社グループは、定期的に公正価値や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、また、株式につい
ては保有状況を継続的に見直すことにより管理しております。
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２．金融商品の公正価値等に関する事項
当連結会計年度末における帳簿価額と公正価値は、次のとおりであります。
なお、連結財政状態計算書において公正価値で測定する金融商品及び公正価値と帳簿価額が近似している金
融商品は、以下の表には含めておりません。

（単位：百万円）
帳簿価額 公正価値

償却原価で測定する金融商品
債券（非流動） 4,613 4,914

（注）債券（非流動）の公正価値は、主に取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。

３．金融商品の公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項
（1）公正価値ヒエラルキー

金融商品の公正価値のヒエラルキーは、次のとおり区分しております。
レベル１：活発な市場における無調整の相場価格により測定された公正価値
レベル２：レベル１に含まれる相場価格以外で、直接又は間接的に観察可能な価格により測定された公正

価値
レベル３：観察可能でないインプットを含む、評価技法を用いて測定された公正価値
公正価値のヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識し
ております。
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（2）公正価値で測定される金融商品
（単位：百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
金融資産
償却原価で測定する金融商品
債券（非流動） 4,302 － 612 4,914
純損益を通じて公正価値で測定
する金融資産
その他 － － 3,176 3,176
その他の包括利益を通じて公正
価値で測定する金融資産
株式及び出資金 38,148 － 193,720 231,868
その他 － － 698 698

小計 38,148 － 194,418 232,567
合計 42,450 － 198,207 240,658

金融負債
純損益を通じて公正価値で測定
する金融負債
デリバティブ負債 － 4,636 － 4,636
条件付対価 － － 794 794

合計 － 4,636 794 5,430
（注）１．レベル１の金融資産には、利付国庫債券や上場株式等が含まれております。

２．レベル２の金融資産及び金融負債は、為替予約取引等のデリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債であります。これ
らの公正価値は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

３．レベル３の金融資産は、主として非上場株式及び出資金であります。これらの公正価値は、純資産価値に基づく評価技法、
割引将来キャッシュ・フローに基づく評価技法又はその他の評価技法を用いて算定しております。担当者が関連する社内規
程に従い、又は外部の評価専門家を利用し、リスク、特徴及び性質を適切に反映できる評価技法を決定した上で公正価値を
算定しております。また、公正価値の算定にあたっては、将来キャッシュ・フロー及び割引率等の観察可能でないインプッ
トを用いております。割引将来キャッシュ・フローに基づく公正価値の算定にあたっては、7.0%～7.2％の加重平均資本コ
ストを用いており、加重平均資本コストが上昇（低下）した場合には公正価値が減少（増加）する関係にあります。
なお、加重平均資本コストが１%上昇又は低下した場合の公正価値に与える影響額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
加重平均資本コスト

＋１％ △１％
2022年３月31日残高 △4,988 5,149

４．条件付対価は、被取得企業における研究開発の状況等に応じて支払うマイルストンであり、その公正価値は、当該研究開発
が成功する可能性や貨幣の時間的価値を考慮して計算しています。重大な観察可能でないインプットである研究開発が成功
する可能性が高くなった場合、公正価値は増加します。



― 31 ―

（3）レベル３に区分された金融商品の期首残高から期末残高への調整表
公正価値ヒエラルキーのレベル３に区分される公正価値測定の期首残高と期末残高の調整表は、以下のと
おりであります。

（単位：百万円）
公正価値で測定される金融商品

期首残高 163,955
利益及び損失の合計
純損益 132
その他の包括利益 31,063

購入 2,508
売却 △0
その他 △64
期末残高 197,595

当連結会計年度末に保有している資産について純損益に計上
した未実現損益の変動 132

（注）利益及び損失に含まれる純損益は、連結損益計算書の「金融収益」及び「金融費用」に含まれております。

（投資不動産に関する注記）
１．投資不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、主に日本国内の各地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含む）を有
しております。

２．投資不動産の公正価値に関する事項
（単位：百万円）

連結財政状態計算書計上額 公正価値
26,672 30,417

（注）１．連結財政状態計算書計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２．投資不動産の公正価値は、主として社外の不動産鑑定士による評価に基づく金額（指標等を用いて自社で調整を行ったもの
を含む）であります。
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（収益認識に関する注記）
１．売上収益の内訳

（単位：百万円）
金額

国内医療用医薬品の売上収益 89,127
輸出及び海外子会社の売上収益 34,367
製造受託の売上収益 17,442
一般用医薬品の売上収益 11,156
ロイヤリティー収入 181,253
その他の売上収益 1,790

売上収益合計 335,138

２．収益を理解するための基礎となる情報
連結損益計算書の「売上収益」は、顧客との契約から認識した収益であります。その他の源泉から認識した
収益は、連結損益計算書の「その他の収益」又は「金融収益」に含めております。
当社グループの売上収益は、以下の内容から構成されております。国内医療用医薬品の売上収益には、日本
国内における医療用医薬品の販売収入、コ・プロモーション契約に係る報酬が含まれております。輸出及び海
外子会社の売上収益には、輸出取引による収入、海外子会社での販売収入及びロイヤリティー収入が含まれて
おります。製造受託の売上収益には医薬品原薬の製造受託に係る収入が含まれております。一般用医薬品の売
上収益には、当社並びに国内子会社における一般用医薬品の販売収入及びロイヤリティー収入が含まれており
ます。ロイヤリティー収入には、当社及び国内子会社におけるロイヤリティー収入が含まれております。その
他の売上収益には、診断薬の販売収入及び国内子会社の売上収益等が含まれております。
日本国内及び海外における医療用医薬品及び一般用医薬品の販売においては、同一国内における販売につい
ては、契約上別途定めのない限り、顧客に製品が到着した時点、輸出販売については、貿易上の諸条件等に基
づき顧客が当該製品に対する支配を獲得したと認められる時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義
務の充足時点で売上収益を計上しております。また、取引の対価は、履行義務の充足後、概ね３ヵ月以内に受
領しております。
なお、一部の取引においては、当社グループの製品の販売促進を目的として、関連する製品の販売数量等に
基づき顧客にリベートを支払うことがあり、対価の額に変動性があります。しかし、顧客に支払うリベートの
金額は合理的に見積り可能であることから、通常、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じることはな
く、変動対価の見積りが制限されることはないと判断しております。
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また、当社グループが販売する製品には、顧客が返品権を有するものが含まれております。これらの製品に
ついては、返品見込額を予想返品率に基づいて算定し、売上収益の金額から控除するとともに、同額の返金負
債を計上しております。また、当社グループが販売する製品は、その性質上、再販売等が困難であるため、返
金負債の決済時に顧客から製品を回収する権利についての資産は認識しておりません。
医薬品原薬の製造受託においては、原則として顧客に医薬品原薬が到着した時点で履行義務が充足されると
判断し、当該履行義務の充足時点で売上収益を計上しております。また、取引の対価は、履行義務の充足後、
概ね２ヵ月以内に受領しております。
ライセンス供与においては、ライセンス契約の相手方に対して、当社グループの保有する特許権等の知的財
産を使用する権利を付与しております。当社グループは、これらの契約で供与する知的財産に重大な影響を与
える活動を行う予定はないため、履行義務は一時点で充足されると判断しております。ライセンス供与は、顧
客にライセンスを供与した時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務の充足時点で売上収益を計上
しております。
ライセンス供与の対価は、主に、契約締結時に受領する契約金、研究開発の進捗や売上高等の所定の条件を
満たした場合に受領するマイルストン及び関連する製品の売上高又は販売数量等に基づく一定料率のロイヤリ
ティーとして、それぞれ対価の受領要件を満たした後、概ね２ヵ月以内に受領しております。
ライセンス供与の対価のうち、マイルストンは、所定の条件を満たした場合に受領することができますが、
当該条件を満たすか否かは不確実であるため、当社グループが権利を得ると見込まれる対価の金額に変動性が
あります。対価が変動性のある金額を含んでいる場合には、権利を得ることとなる対価の金額を見積り、変動
対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が
非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めることとされております。マイルストン受領の条件は、ライセンス供
与後の顧客の判断や行動に依存しており、不確実性が長期間にわたり解消しないものであるため、不確実性が
解消される際に、収益の重大な戻入れが生じる可能性があります。そのため、所定の条件を満たした場合にマ
イルストンを受領するライセンス供与取引においては、変動対価の見積りが制限されております。
ただし、ライセンス供与の対価のうち、売上高ベース又は使用量ベースのロイヤリティーは、その後の売上
又は使用が発生するか、売上高ベース又は使用量ベースのロイヤリティーの一部又は全部が配分されている履
行義務が充足（又は部分的に充足）されているか、いずれかのうち遅い方が発生する時点で又は発生するにつ
れて売上収益を計上しております。
なお、契約開始時において、当社グループの製品又はサービスを顧客に提供する時点と顧客が当該製品又は
サービスに対して支払いを行う時点との間の期間が１年以内になると見込まれる場合には、重大な金融要素の
影響を調整しないことを選択しております。
また、当社グループでは、製品保証もしくは類似の権利の付された製品の販売は行っておりません。
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３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約残高

契約残高は、以下のとおりであります。
（単位：百万円）

顧客との契約から生じた債権
契約負債

受取手形 売掛金 合計
2021年４月１日残高 869 77,249 78,118 439
2022年３月31日残高 421 122,594 123,015 1,142

当連結会計年度末において契約資産の残高はありません。
売上収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていた金額は、226百万円であります。
当連結会計年度において、過年度に充足した履行義務に関して認識した売上収益は、181,076百万円であ
ります。これは、ライセンスを供与した時点で履行義務を充足したライセンス契約に係る対価のうち、当連
結会計年度において所定の条件が達成され、当社グループが受領することが確定したマイルストン及びロイ
ヤリティーを売上収益として計上したものであります。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループは、IFRS第15号第121項の実務上の便法を適用し、当初の予想残存期間が１年以内の残存履
行義務に関する情報は開示しておりません。また、当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を
超える重要な取引はありません。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重
要な金額はありません。

（3）顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産
当連結会計年度末において、顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産はありませ
ん。なお当社グループは、顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産の償却期間が１年
以内である場合には、これらのコストを発生時に費用として認識することを選択しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり親会社所有者帰属持分 3,236円21銭
基本的１株当たり当期利益 378円75銭
希薄化後１株当たり当期利益 378円63銭
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株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

新 株
予約権

純資産
合 計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計

そ の 他
有価証券
評 価
差 額 金

繰 延
ヘッジ
損 益

評価・
換 算
差額等
合 計

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

利 益
準備金

その他利益剰余金

固定資
産圧縮
積立金

オープン
イノベー
シ ョ ン
促進税制
積 立 金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 21,279 16,392 － 5,388 2,921 － 368,645 163,201 △57,989 519,838 19,057 △2,741 16,315 251 536,405

当 期 変 動 額

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 △104 104 － －

オープンイノベーション
促進税制積立金の積立 230 △230 － －

剰 余 金 の 配 当 △33,162 △33,162 △33,162

当 期 純 利 益 90,264 90,264 90,264

自己株式の取得 △14 △14 △14

自己株式の処分 △5 147 141 141

そ の 他 5 △5 － －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △4,227 1,023 △3,204 △3,204

当 期 変動額合計 － － － － △104 230 － 56,971 132 57,229 △4,227 1,023 △3,204 － 54,025

当 期 末 残 高 21,279 16,392 － 5,388 2,816 230 368,645 220,172 △57,857 577,068 14,830 △1,718 13,111 251 590,430
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
（市場価格のない株式等以外のもの）
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
（市場価格のない株式等）
移動平均法による原価法
（投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券と
みなされるもの））
組合契約に規程される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取
り込む方法によっております。

（2）運用目的の金銭信託
時価法

（3）デリバティブ
時価法

（4）棚卸資産
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～50年
機械及び装置 ４～17年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主として５年）に基づ
いております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐
用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

（3）役員賞与引当金
役員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

（4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしており
ます。

４．収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
る金額で収益を認識することとしております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。

６．重要なヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段 …… 為替予約取引及び通貨オプション取引、金利スワップ取引
・ヘッジ対象 …… 外貨建金銭債権債務及び予定取引、借入金
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（3）ヘッジ方針
当社は外貨建金銭債権債務及び予定取引に係る為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引及び通貨オ
プション取引を行っております。また、借入金に係る金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を
行っております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動とを比較し、両者の変動額
等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。

（会計方針の変更に関する注記）
「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会
計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これにより、従来、時価を把握することが極めて
困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券等については取得価額（または償却原価）をもって
貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良
の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としております。

（会計上の見積りに関する注記）
１．関係会社株式の評価

貸借対照表において関係会社株式を159,408百万円計上しており、このうち認知機能改善薬等を開発する米
国子会社であるTetra Therapeutics Inc.（以下「Tetra」という）の株式帳簿価額は18,593百万円でありま
す。
Tetraを含む一部の関係会社株式の取得にあたっては、同社の超過収益力および取得時に識別された無形固
定資産を加味した価額で株式を取得しております。これらの株式の実質価額の算定にあたり、各社の計算書類
を基礎に、企業結合により識別した無形固定資産を加味しております。実質価額算定上の重要な仮定は、当該
無形固定資産の対象製品についての規制当局による販売承認の可能性であります。上市前の製品の販売承認の
可能性が低下する場合には、評価損を計上する可能性があります。

２．新型コロナウイルス感染症の影響
流行が拡大した場合、生産・販売・研究開発といった事業活動の遅延等が発生する可能性がありますが、完
全な収束時期を見通すことは困難な状況にあります。現時点では事業活動に対する影響は軽微であり、関係会
社株式の評価等の会計上の見積りにおいても、新型コロナウイルス感染症の影響は限定的と仮定しておりま
す。なお、これらの仮定に対して状況変化が生じた場合には、計算書類に重要な影響を与える可能性がありま
す。
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（貸借対照表に関する注記）
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有形固定資産の減価償却累計額 60,966百万円
３．保証債務

下記の会社の債務に対して債務保証を行っております。
ペプチスター株式会社 9,000百万円
（注）１．国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)から医療研究開発革新

基盤創成事業として締結された環境整備契約に基づく債務であります。
２．当社グループ以外の２社と連帯保証を行っております。

４．関係会社に対する金銭債権 3,079百万円
関係会社に対する金銭債務 51,542百万円

（損益計算書に関する注記）
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．関係会社との取引高

営業取引高 76,786百万円
営業取引以外の取引高 1,368百万円

３．固定資産売却益
主に賃貸用不動産の売却によるものであります。

４．過年度法人税等
大阪国税局からの更正処分に対する取消請求訴訟の勝訴に関する還付金であります。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 10,103,385株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

関係会社株式評価損 36,044百万円
研究開発費 12,678百万円
投資有価証券評価損 3,585百万円
賞与引当金 1,370百万円
未払事業税 801百万円
その他 3,182百万円

繰延税金資産 小計 57,663百万円
評価性引当額 △35,914百万円
繰延税金資産 合計 21,748百万円
繰延税金負債

前払年金費用 △6,280百万円
その他有価証券評価差額金 △4,130百万円
固定資産圧縮積立金 △1,241百万円
投資有価証券交換益 △965百万円
その他 △230百万円

繰延税金負債 合計 △12,850百万円
繰延税金資産の純額 8,898百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
１．子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

種類 会社等の
名称

議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引

金額 科目 期末
残高

子会社 シオノギ
ファーマ㈱

所有
直接100％

当社製品の製造委託
試験・分析委託

仕入
（注）１ 46,453 買掛金 5,586

子会社 シオノギ
Ｂ．Ｖ．

所有
直接100％

当社製品の開発委託
製造販売委託

資金の借入
（注）２ 32,184 長期借入金 32,184

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．価格その他の取引条件は、交渉の上、適正な価格で決定しております。

２．資金の借入の利率については、市場金利等を勘案して決定しております。

２．役員及び個人主要株主等
（単位：百万円）

種類 氏名 議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引

金額 科目 期末
残高

役員 手代木 功 被所有
直接0.0％ 当社取締役

金銭報酬債権
の現物出資に
伴う自己株式
の処分（注）

71 － －

役員 澤田 拓子 被所有
直接0.0％ 当社取締役

金銭報酬債権
の現物出資に
伴う自己株式
の処分（注）

24 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）譲渡制限付株式報酬制度に基づく、金銭報酬債権の現物出資によるものであります。自己株式の処分価額は、本処分に係る取締

役会決議の日の前営業日の東京証券取引所市場における当社の普通株式の終値に基づいて決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,957円59銭
１株当たり当期純利益 299円41銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 299円31銭

（収益認識に関する注記）
連結計算書類 連結注記表（収益認識に関する注記）に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお
ります。




